
令和６年度　集団指導

〔全サービス共通〕
家族介護者（ケアラー）支援について

日向市　健康長寿部　
高齢者あんしん課　介護認定係
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（１）　ケアラーとは
 心や体に不調がある人の「介護」「看病」「療育」「世話」「気遣い」など、ケアの必要な家族

や近親者、友人・知人などを無償でケアする人のこと（一般社団法人日本ケアラー連盟によ
る定義）です。
　ケアラーは家族から頼りにされている一方で、周囲に悩みを理解されず、心身に大きな負
担を抱えている場合があるため、社会全体で支えていくことが必要です。
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　高齢者が住み慣れた地域で安心した暮らしを続けていくためには、介護を必要とする高齢者のみならず、家族介護
者を含めて社会全体で支えていくことが重要です。
　家族介護者を「要介護者の家族介護力」として支援するのではなく、家族介護者そのものの「生活・人生の質を維持
向上させる」という支援の視点が必要になります。

　家族介護者支援について、次の資料等を参考に、今後のケアプラン作成や介護の実施に当たっていただければと思
いますので、ぜひご活用ください。

【参考資料等】

◆市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル～介護者本人の人生の支援～ 

⇒家族介護者支援の考え方や、市町村・地域包括支援センターそれぞれの具体的な取組のポイントが掲載されていま
す。
アセスメントシートやチェックリスト、育児・介護休業法に関する相談先などの情報も まとめられています。 
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000307003.pdf 

◆ケアマネジャー研修資料仕事と介護の両立支援カリキュラム 
～カリキュラムの解説、研修教材、研修運営マニュアル～ 

⇒都道府県・市町村・地域包括支援センター・関係団体等が、主にケアマネジャーを対象に、家族が就労している場合
の支援方法やケアマネジメント業務の実践についての研修を行う際の、カリキュラムや教材、研修運営マニュアルなど
が掲載されています。 
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/000753940.pdf
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（２）ヤングケアラーとは
 法律における定義はありませんが、厚生労働省が作成した支援マニュアルでは、一般
に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行なって
いることで、負担を抱える、もしくは、こどもの権利が侵害されている可能性がある18
歳未満の子どもを「ヤングケアラー」と定義しています。

こども家庭庁
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ヤングケアラーって知っていますか？
宮崎県が作成したヤングケアラーの説明動画です。
ヤングケアラーについて知りたい方は是非ご覧ください。

ＵＲＬ：https://youtu.be/2wLxIi4jjYQ

県内の相談窓口について
宮崎県では、宮崎市内にある「宮崎県子ども・若者総合相談センターわかば」にヤングケ
アラー専属のコーディネーターを配置して相談を受け付けています。

日向市ヤングケアラー支援相談窓口
   

〔機関名〕日向市 こども課
〔電話番号〕0982-66-1021 
〔受付日・受付時間〕平日 8:30～17:15 
〔連絡対象〕ヤングケアラーの総合窓口
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　自宅訪問をする際に、祖父母や要介護の親等をケアしているヤングケアラーと思われる子供に「気付く」可能性が高くあります。
　また、下表の「つなぐ」、「支援する」、「見守る」において、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所をはじめとする介護保険サービス事業所は大きな役
割を果たします。

きづく

◆利用者の家庭にヤングケアラーがいる可能性を認識して業務にあたる。
◆自宅訪問時の家の中の様子や、訪問時に子供がケアをしている様子がないか、心理的に負担を感じている様子は
ないか等も気付きのきっかけになる。
◆身体介護等以外にも、認知症の祖父母の話し相手をすること等もケアの一種で、心理的な負担がある可能性があ
る。

つなぐ
◆ヤングケアラーと思われる子供がいたら、こども課に情報共有する。
◆児童虐待に当たる可能性が高い等、緊急性が高い場合も、こども課につなぐ。

支援する

◆こども課の呼びかけに応じ、情報共有や、支援検討の会議等の場があれば参加する。
◆必要に応じ、ケアの状況の把握や本人の意向の把握を行う。
◆地域包括支援センター・居宅介護支援事業所をはじめとする介護保険サービス事業所は、定期的に自宅訪問の機
会があり、ケア対象の相手だけでなく、ヤングケアラー本人とも日頃から話したり様子を気にかけることが大切であ
る。
◆関係者で合意した役割に基づき（支援計画があれば支援計画に基づき）、支援する。
◆同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについても通知等を確認し、状況に応
じ、活用する。

見守る

◆サービス利用中も、「提供しているサービスが子供にとってどうなのか」を意識し、訪問時等にヤングケアラーのことを気に
かけましょう。
◆支援計画がある場合は、モニタリング、定例的な会議開催による見守りを行う。
◆地域の団体等から情報共有を受けることも有効です。
◆変化があれば、すぐにこども課に情報共有する。ちょっとした変化が、サインかもしれません。

ヤングケアラー支援のフロー
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ヤングケアラー出前講座の案内
　宮崎県の委託事業である子ども・若者総合相談センターわかばの職員が出向いて研修を行う、「出前講座」を始めました。

　学校の生徒向けにヤングケアラーの授業をしたい、地域の集まりや自身が所属する団体でヤングケアラーの研修をしたいなど、申し
込みをお待ちしております。

講座内容
ヤングケアラーとは？
ヤングケアラーの現状
ヤングケアラーが抱える問題・課題
ヤングケアラー支援事例
その他、希望があれば上記以外のテーマについても内容により対応可能なものもございますのでご相談ください。

対象者
県内の5名以上のグループ、団体

実施可能日時
月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日（祝日を除く）　　午前10時から午後5時まで
研修の時間は30分から90分の間でご希望に応じます。

申し込み方法
以下のチラシのQRコードを読み取っていただくかファックスにて申し込みをお願いします。

ヤングケアラーのことを学びたい
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URL：https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/70700/70700_20230810145252-1.pdf
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